津島市感震ブレーカー設置費補助金交付要綱

[bookmark: _GoBack]（趣旨）
第１条　この要綱は、大規模地震発生時における住家からの出火及び延焼被害の減少を目的に、感震ブレーカーを設置する者に対して交付する津島市感震ブレーカー設置費補助金（以下「補助金」という。）について、市費補助金等交付規則（平成10年津島市規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において「感震ブレーカー」とは、地震発生時において一定以上の揺れを感知して自動的に通電を遮断する器具であって、一般社団法人日本消防設備安全センターがコンセントタイプ及び簡易タイプとして認証しているもの若しくはこれらと同等の機能を有すると認められるものをいう。
（補助対象者）
第３条　補助対象者は、市内において自らが居住するために所有する住宅に感震ブレーカーを設置した個人のうち、過去に当市において感震ブレーカーに係る補助金の交付を受けたことがない者とする。
２　過去に当市において感震ブレーカーに係る補助金の交付を受けたことがある者であっても、補助金の交付日から起算し５年を経過したものは、前項の規定にかかわらず、この要綱上においては、過去に感震ブレーカーに係る補助金の交付を受けたことがない者とみなす。
（補助対象経費）
第４条　補助の対象となる経費は、第６条に規定する交付申請日以前１年以内に購入した感震ブレーカー（新品に限る。以下「補助対象機器」という。）の購入及び設置に要した費用（送料及びポイント利用等割引分を除き、消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。）とする。
２　補助対象機器の数は、第３条第１項に規定する住宅１軒あたり１つとする。
（補助率及び補助上限額）
第５条　補助金に係る補助率は10分の10とし、補助上限額は3,000円とする。
２　補助金の額は、補助対象経費（その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額）又は補助上限額のいずれか少ない額とする。
（交付申請等）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、毎年度の３月15日までに、津島市感震ブレーカー設置費補助金交付申請書兼実績報告書兼補助金請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
（1）補助対象経費が把握できるレシートや領収書等の写し
（2）補助対象機器の規格が把握できる取扱説明書やカタログ等の写し
（3）振込先となる口座番号ほか振込先が記載された通帳の写し
（4）補助対象機器の設置状況が把握できる写真等
（5）前４号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（交付決定等）
第７条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、津島市感震ブレーカー設置費補助金交付決定兼額の確定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。
（補助金の交付）
第８条　市長は、前条の規定により補助金の交付を決定し、かつ、額の確定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
（財産の処分制限）
第９条　申請者は、補助金の交付の日から５年間は、補助対象機器を補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、売却、貸し付け、廃棄又は担保に供してはならない。
（報告の徴収等）
第10条　市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、補助金の交付に関し報告を求め、検査し、又は指示することができる。
２　申請者は、前項の規定に基づく報告の求め、検査又は指示に対し、速やかに応じなければならない。
（交付決定の取消等）
第11条　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。
（1）虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
（2）補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
（3）この要綱に違反したとき。
（4）その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
（補則）
第12条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、令和８年７月１日から施行する。

